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☆応用美術の著作物性判断基準の傾向 ……… ⑴

Ⅰ　はじめに

　応用美術の著作物性につき、平成26年と平成27年
に、知的財産高等裁判所において、それぞれ異なる
新たな判断基準が示された。
　平成26年の知財高裁平成26年８月28日判時2238号
91頁〔ファッションショー控訴審〕１では、従前の

裁判例の立場（意匠法等の存在を理由に応用美術の
著作物性について通常の著作物と異なる何らかの条
件を課す考え方２）を踏襲しつつ、純粋美術と同視
できるか否か（２条１項１号「美術の範囲」の解釈）
の判断基準として、「実用目的に必要な構成と分離
して、美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている
部分を把握できるもの」は、美術の著作物として保
護すべきである（分離把握ができないものは保護さ
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れない）との新しい基準が示された３。
　他方、平成27年の知財高判平成27年４月14日判時
2267号91頁〔TRIPP TRAPP控訴審〕４では、「応用
美術に一律に適用すべきものとして、高い創作性の
有無の判断基準を設定することは相当とはいえず、
個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否
かを検討すべきである」として、応用美術の著作物
性について特別な要件を課すべきではないとの立場
から、裁判例として初めて、一般の著作物と同様に
作成者の個性が発揮されているか否かにより判断す
べきであるとの考え方が示された。
　このように知的財産高等裁判所の裁判例のレベル
で、判例が分かれているため、同種の裁判例の動
向が注目されている。そこで、本稿では〔TRIPP 
TRAPP控訴審〕以降2016年末までの同種の裁判例
の概要を紹介する。

Ⅱ　裁判例

１．大阪ピクトグラム事件
判 決 日：平成27年９月24日
裁 判 所：大阪地裁第26民事部（高松宏之、田原美
　　　　　奈子、中山知）
事件番号：平成25年（ワ）第1074号

（本件ピクトグラムの一例：大阪城）

【事案の概要】
　大阪市の観光案内図等に用いられた大阪城等のピ
クトグラム（本件ピクトグラム）の著作権者である
と主張する原告が、被告大阪市等に対し、著作権侵

害による不法行為に基づく損害賠償を請求する等し
た事案である。
　本事案では、被告大阪市と訴外公益財団法人大阪
観光コンベンション協会が、本件ピクトグラムを含
む「大阪街歩きガイド」と題する冊子を発行し、当
該冊子のPDFファイルをホームページに掲載した行
為につき、本件ピクトグラムの著作権侵害を構成す
るかが争われ、その前提として本件ピクトグラムの
著作物性が問題となった。

【判旨】
（１）判断基準

裁判所は、本件ピクトグラムについて、「こ
れが掲載された観光案内図等を見る者に視覚的
に対象施設を認識させることを目的に製作され、
実際にも相当数の観光案内図等に記載されて実
用に供されているものであるから、いわゆる応
用美術の範囲に属する」として、応用美術に該
当することを確認したうえで、応用美術の著作
物性については、「種々の見解があるが、実用
性を兼ねた美的創作物においても、『美術工芸
品』は著作物に含むと定められており（著作権
法２条２項）、印刷用書体についても一定の場
合には著作物性が肯定されていること（最高裁
判所平成12年９月７日判決・民集54巻７号2481
頁参照）からすれば、それが実用的機能を離れ
て美的鑑賞の対象となり得るような美的特性を
備えている場合には、美術の著作物として保護
の対象となると解するのが相当である」として、

〔ファッションショー控訴審〕に類似する基準を
採用した。

（２）著作物性に関するあてはめ
本件ピクトグラムの著作物性については、「ピ

クトグラムというものが、指し示す対象の形状
を使用して、その概念を理解させる記号（サイ
ンシンボル）である以上、その実用的目的から、
客観的に存在する対象施設の外観に依拠した図
柄となることは必然であり、その意味で、創作
性の幅は限定されるものである。しかし、それ
ぞれの施設の特徴を拾い上げどこを強調するの
か、そのためにもどの角度からみた施設を描く
のか、また、どの程度、どのように簡略化して


